
神奈川県たばこ対策推進検討会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 神奈川県における受動喫煙防止等のたばこ対策の取組みについて、専門的見地から検討する

ため、「神奈川県たばこ対策推進検討会」（以下、「検討会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 検討会は、次に掲げる事項を検討する。 

（１）神奈川県における受動喫煙防止等のたばこ対策の取組みに関すること 

（２）「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」（以下、「条例」という。）の施行状況に関す

ること 

（３）その他必要な事項 

（組織） 

第３条 検討会は、保健医療部長が選任する次の委員１２名以内で構成する。 

（１）学識者   ４名以内 

（２）関係団体  ３名以内 

（３）市町村   ３名以内 

（４）県民    ２名以内 

２ 委員の任期は、選任の日から２年間とし、再任を妨げないものとする。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長等） 

第４条 検討会に座長及び副座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選により選任し、副座長は、委員の中から座長が指名する。  

３ 座長は、会務を総理し、必要に応じ検討会を招集する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（意見聴取） 

第５条 検討会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 検討会は、特定の事項の検討を行うため、部会を置くことができる。 

２ 部会の構成、庶務その他の事項は、別に定める。 

（事務局） 

第７条 検討会の事務は、健康医療局保健医療部健康増進課が行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１９年９月２６日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成１９年１１月２０日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行後、最初の検討会の招集は保健福祉部長が行う。 

３ この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は平成２３年３月３１日までとする。 

  附 則 

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年６月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


